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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 7日 (2005.6.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 物 品 収 容 箱 を 保 持 す る 保 持 部 材 を 、 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と
の 間 で 移 動 可 能 に 台 車 本 体 に 取 り 付 け た

こ と を 特 徴 と す る ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に お い て 、
上 記 第 二 の 位 置 と 第 一 の 位 置 と の 間 で 、 上 記 保 持 部 材 を 移 動 自 在 に 支 持 す る 支 持 部 材 と 、
該 保 持 部 材 を 上 方 勢 す る 付 勢 手 段 と 、
該 付 勢 手 段 の 付 勢 力 に 抗 し て 該 保 持 部 材 を 第 一 の 位 置 に 位 置 決 め る 位 置 決 め 手 段 と を 設 け
た こ と を 特 徴 と す る ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に お い て 、
上 記 付 勢 手 段 の 付 勢 力 に 抗 し て 該 保 持 部 材 を 第 二 の 位 置 に 位 置 決 め す る 位 置 決 め 手 段 を 設
け た こ と を 特 徴 と す る ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 は 、 物 品 収 容 箱 を
保 持 す る 保 持 部 材 を 、 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と の 間 で 移 動 可 能
に 台 車 本 体 に 取 り 付 け た

、 該 第 一 の 位 置 よ り 低 い
ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 で あ っ て 、

上 記 台 車 本 体 を 、 上 記 物 品 収 容 箱 を 水 平 面 内 で 複 数 載 置 で き る よ う に 構 成 し 、
上 記 保 持 手 段 を 、 台 車 本 体 の 支 持 台 部 上 に 、 水 平 面 内 に お い て 該 保 持 手 段 が 対 向 し な い 少
な く と も 一 個 分 の 物 品 収 容 箱 の 載 置 ス ペ ー ス が 別 に 確 保 さ れ る よ う に 構 成 し 、
台 車 本 体 の 支 持 台 部 に 、 上 記 物 品 収 容 箱 を 支 持 し て 転 動 可 能 な 転 動 部 材 を 水 平 面 内 に お い
て 上 記 保 持 手 段 に 対 向 す る 部 分 と 、 上 記 対 向 し な い 載 置 ス ペ ー ス と に か け て 複 数 設 け 、
上 記 第 二 の 位 置 を 、 上 記 保 持 部 材 上 の 物 品 収 容 箱 が 該 転 動 部 材 に 支 持 さ れ え る 位 置 に 設 定
し た

１

に 付

２

、 該 第 一 の 位 置 よ り 低 い
ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 で あ っ て 、 上 記 台 車 本 体 を 、 上 記 物



こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 は 、 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に
お い て 、 上 記 第 二 の 位 置 と 第 一 の 位 置 と の 間 で 、 上 記 保 持 部 材 を 移 動 自 在 に 支 持 す る 支 持
部 材 と 、 該 保 持 部 材 を 上 方 勢 す る 付 勢 手 段 と 、 該 付 勢 手 段 の 付 勢 力 に 抗 し て 該 保 持 部
材 を 第 一 の 位 置 に 位 置 決 め る 位 置 決 め 手 段 と を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 は 、 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に
お い て 、 上 記 付 勢 手 段 の 付 勢 力 に 抗 し て 該 保 持 部 材 を 第 二 の 位 置 に 位 置 決 め す る 位 置 決 め
手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ２ ９ 】
　 【 発 明 の 効 果 】
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品 収 容 箱 を 水 平 面 内 で 複 数 載 置 で き る よ う に 構 成 し 、 上 記 保 持 手 段 を 、 台 車 本 体 の 支 持 台
部 上 に 、 水 平 面 内 に お い て 該 保 持 手 段 が 対 向 し な い 少 な く と も 一 個 分 の 物 品 収 容 箱 の 載 置
ス ペ ー ス が 別 に 確 保 さ れ る よ う に 構 成 し 、 台 車 本 体 の 支 持 台 部 に 、 上 記 物 品 収 容 箱 を 支 持
し て 転 動 可 能 な 転 動 部 材 を 水 平 面 内 に お い て 上 記 保 持 手 段 に 対 向 す る 部 分 と 、 上 記 対 向 し
な い 載 置 ス ペ ー ス と に か け て 複 数 設 け 、 上 記 第 二 の 位 置 を 、 上 記 保 持 部 材 上 の 物 品 収 容 箱
が 該 転 動 部 材 に 支 持 さ れ え る 位 置 に 設 定 し た

２ １

に 付

３ ２



　 　 　 【 ０ ０ ２ ９ 】
　 【 発 明 の 効 果 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に よ れ ば 、 台 車 本 体 に 取 り 付 け た 物 品 収
容 箱 を 保 持 す る 保 持 部 材 が 、 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と の 間 で 移 動 可 能 で あ る の で 、 第 一
の 位 置 と 第 二 の 位 置 の い ず れ か 一 方 の 位 置 に あ る 該 保 持 部 材 に 物 品 収 容 箱 を 保 持 さ せ た 状
態 で 、 該 一 方 の 位 置 に あ る 該 保 持 部 材 あ る い は 該 保 持 部 材 に 保 持 さ れ て い る 物 品 収 容 箱 が
、 別 の 物 品 収 容 箱 に 関 す る ア ク セ ス の 邪 魔 に な る 場 合 に 、 該 一 方 の 位 置 に あ る 該 保 持 部 材
を 他 方 の 位 置 に 移 動 さ せ る こ と に よ り 、 邪 魔 に な ら な い よ う に で き る 。 よ っ て 、 こ の 種 の
保 持 部 材 を 、 固 定 的 に 設 け る 場 合 に 比 し て 、 同 等 の 搭 載 量 を 確 保 し な が ら 、 物 品 収 容 箱 に
対 す る ア ク セ ス 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 、 請 求 項 １ の 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と が 互 い に 高 さ が 異 な る の で 、 上 下 方 向 に 物
品 収 容 箱 の 搭 載 ス ペ ー ス を 拡 大 で き る 。
　 例 え ば 、 比 較 的 上 方 で あ る 第 一 の 位 置 に 保 持 部 材 を 位 置 さ せ て 該 保 持 部 材 に 保 持 さ せ た
物 品 収 容 箱 に つ い て ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け を 行 っ た の ち 、 該 保 持 部 材 を 下 方 で あ る 第 二 の
位 置 に 下 げ 、 第 二 の 位 置 に あ る 保 持 部 材 に 保 持 さ れ て る 物 品 収 容 箱 に 別 の 物 品 収 容 箱 を 重
ね て の せ る こ と が で き る 。 こ の よ う な 使 用 手 順 に よ れ ば 、 ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け を 行 う 対
象 の 物 品 収 容 箱 を 、 常 時 、 比 較 的 上 方 で あ る 第 一 の 位 置 に 位 置 さ せ る こ と が で き 、 従 来 の
よ う に 下 方 の 位 置 に あ る 物 品 収 容 箱 に 対 し て の 腰 を か が め て の ア ク セ ス を し な く て よ く 、
作 業 者 の 腰 痛 な ど も 防 止 で き る 。
　 逆 に 、 比 較 的 下 方 で あ る 第 二 の 位 置 に 保 持 部 材 を 位 置 さ せ て 該 保 持 部 材 に 保 持 さ せ た 物
品 収 容 箱 に つ い て ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け を 行 っ た の ち 、 該 保 持 部 材 を 上 方 で あ る 第 一 の 位
置 に 移 動 さ せ れ ば 、 そ れ ま で 、 該 物 品 収 容 箱 が 占 め て い た 空 間 が 空 く の で 、 該 空 間 に 別 の
物 品 収 容 箱 を 置 く こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 、 上 記 保 持 部 材 を 上 記 第 二 の 位 置 に 位 置 さ せ れ ば 、 該 保 持 部 材 に 保 持 さ れ て い る 物
品 収 容 箱 を 、 台 車 本 体 の 支 持 台 部 に 複 数 設 け 転 動 部 材 に 支 持 さ せ る こ と が で き る の で 、 該
転 動 部 材 に 支 持 さ せ た 状 態 で 、 該 転 動 部 材 の 転 動 を 利 用 し て 該 物 品 収 容 箱 を 水 平 方 向 に 容
易 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 。 よ っ て 、 該 台 車 か ら の 物 品 収 容 箱 の 積 み 降 ろ し を 、 該 転 動
部 材 上 で 楽 に 行 う こ と が で き る 。

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
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３

更 に

更 に

　 更 に 、 台 車 本 体 の 支 持 台 部 上 で 、 上 記 保 持 手 段 で 保 持 さ れ て い る 物 品 収 容 箱 と は 別 に 、
水 平 面 内 に お い て 少 な く と も 一 個 分 の 物 品 収 容 箱 の 載 置 ス ペ ー ス が 別 に 確 保 さ れ る の で 、
保 持 部 材 に 保 持 さ れ て ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け が 終 了 し た 物 品 収 容 箱 を 、 該 載 置 ス ペ ー ス に
移 し て ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け を 継 続 す る こ と が で き る 。



　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 に お い て は 、 支 持 部 材 に よ り 上 記 第 二 の
位 置 と 第 一 の 位 置 と の 間 で 移 動 自 在 に 支 持 さ れ 、 か つ 、 付 勢 手 段 に よ 方 に 付 勢 さ れ る
保 持 部 材 を 、 位 置 決 め 手 段 で 第 一 の 位 置 に 位 置 決 め し た 状 態 で 、 該 第 一 の 位 置 に あ る 保 持
部 材 で 保 持 さ れ て い る 物 品 収 容 箱 に つ い て ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け を 行 う 。 こ こ で 、 物 品 収
容 箱 の 重 さ （ ピ ッ キ ン グ の 場 合 に は 、 加 え て 収 容 さ れ て い る 物 品 の 重 さ ） が 上 記 付 勢 力 よ
り も 大 き い 、 あ る い は 、 大 き く な る お そ れ が あ る 場 合 に は 、 こ の 重 さ で 保 持 部 材 が 下 が る
の を 防 止 し て 上 記 第 一 に 位 置 決 め る 位 置 決 め 手 段 を 設 け て も よ い 。 こ の 請 求 項 の 台 車 で
は 、 該 物 品 収 容 箱 に を 下 方 の 第 二 の 位 置 に 移 動 さ せ る と き に は 、 該 物 品 収 容 箱 の 重 さ （ ピ
ッ キ ン グ の 場 合 に は 、 加 え て 収 容 さ れ て い る 物 品 の 重 さ ） を 、 下 方 の 第 二 の 位 置 へ の 移 動
力 に 利 用 で き る 。 よ っ て 、 こ の 移 動 力 と 上 記 付 勢 力 と の 差 分 だ け の 力 で 軽 く 下 方 に 押 し て
保 持 部 材 を 第 二 の 位 置 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 請 求 項 の ピ ッ キ ン グ 又 は 仕 分 け 用 台 車 よ れ ば 、 位 置 決 め 手 段 に よ り 上 記 付 勢 手 段 の 付
勢 力 に 抗 し て 保 持 部 材 を 第 二 の 位 置 に 位 置 決 め す る こ と が で き る 。 よ っ て 、 請 求 項 に つ
い て 記 載 し た 下 方 に 押 す 力 を 解 除 し た 状 態 で 、 第 二 の 位 置 に あ る 保 持 部 材 に 保 持 さ れ て い
る 物 品 収 容 箱 の 上 に 別 の 物 品 収 容 箱 を 載 置 す る 等 で き る 。
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(4) JP 2001-354301 A5 2005.10.13

特 に 、 ２
り 上

２

３
２
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